
11月19日（日）
　町民まつり会場で、街頭募金（協力：ボー
イスカウト美濃加茂第一団）とイベント募
金（社会福祉協議会ブースでの募金）を実
施しました。ボーイスカウトの子供たち
の声かけに快く募金してくださった皆さ
ま、ブースに設置した募金箱に募金して
くださった皆さま、ご協力ありがとうご
ざいました。

ステージでの贈呈

赤い羽根共同募金
“街頭募金・イベント募金”

岐阜県共同募金会  富加町分会

と み か
社 協 だ よ り 編集・発行／社会福祉法人　富加町社会福祉協議会

この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。
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法人募金（15法人）136,000円
協力法人

◦株式会社 コジマックス

◦めぐみの農業協同組合
　富加支店

◦株式会社 大桜産業

◦株式会社 半布里産業

◦日興精機株式会社

◦株式会社 田中工業

◦有限会社 太成ゴム工業

◦まこと工業株式会社

◦株式会社 栗山組

◦株式会社 梅田

◦有限会社 高井プレス

◦戸島工業株式会社

◦有限会社 板津バレル

◦有限会社 若宮環境サービス

◦株式会社 熱田資材

　10月1日より12月31日まで実施させていただきました「共同募
金運動」に、多くの皆さまよりご協力いただきましたこと、心よ
り感謝申し上げます。
　皆さまからお寄せいただいた募金は、全額、岐阜県共同募金会
へ送金させていただきました。この募金は、地域福祉活動の財源
として、岐阜県下の福祉施設や団体に配分されることとなってお
ります。

募金総額　1,679,627 円
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金

【岐阜県共同募金会　富加町分会】

令和5年度   共同募金運動活動報告

募金内訳
封筒募金（1,483世帯）1,482,600円
自治会名 募金額（円） 自治会名 募金額（円） 自治会名 募金額（円）
巾　　上 82,000 駅前（南本町） 34,000 栃　　洞 42,000
下 滝 田 108,000 大　　山 119,000 片　　町 29,000
井　　高 33,000 高　　畑 79,000 新　　町 18,000
上 羽 生 202,000 高畑住宅 5,000 上　　町 14,000
下 羽 生 222,600 夕　　田 58,000 中　　町 11,000

駅前（本宮町） 89,000 本　　郷 29,000 下　　町 23,000
駅前（旭町） 20,000 町　　屋 38,000 絹　　丸 59,000
駅前（栄町） 18,000 老　　梅 32,000 川 小 牧 51,000
駅前（本町） 24,000 長　　峰 40,000 加治田住宅 3,000

（令和5年12月31日現在）

街頭募金協力
ボーイスカウト美濃加茂第１団
職域募金協力
富加町職員互助会、富加町社会福祉協議会
募金箱設置協力
富加町役場、タウンホールとみか、
めぐみの農協 富加支店、富加郵便局、
加治田郵便局、富加町社会福祉協議会

協力団体

街頭募金 23,641円

職域募金・バッジ募金 22,652円

募金箱 7,600円

イベント募金 7,134円

（順不同、敬称略）
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　災害時に社会福祉協議会が災害ボランティアセン
ターを立ち上げることを認知してもらえたこと、また、
その必要性を感じ、自分たちの町で災害が起きたら…
と考えてもらえるきっかけになり、とても有意義な研
修となりました。センターの立ち上げ時には、本会の
職員だけでは運営ができない現状もあり、今後の研修
では、センター立ち上げ研修を行いたいと考えていま
す。（講師：岐阜県社会福祉協議会　松岡氏）

　富加町において窓口や義援金箱にお寄せいた
だいた義援金については、被災地全域の義援金
として、共同募金会を通じて、送金しております。
　被災地全域ではなく、支援する県を特定した
い方は、各県のホームページにて送金先をご確
認の上、ご送金ください。
　義援金は各県に設置される災害義援金配分委
員会によって配分が決定し、市町村を通じて、
被災された方々に届くこととなっております。

能登半島地震災害義援金
途中報告（令和6年1月5日〜2月2日） 金 766,731 円

令和6年能登半島地震に係る
災害義援金を受け付けています！

◦富加町役場
◦富加町社会福祉協議会
◦ふれあいサロンどうだん
◦道の駅「半布里の郷とみか」
　各施設とも開庁時、営業時の
みの受付となります。

義援金の受付場所

　被災された地域から避難された世帯に対し、避難先での当面の生活費としての「緊急
小口資金」の貸付の手続きが、住所地ではない避難先の社会福祉協議会でもできるよう
になりました。

令和6年能登半島地震に伴う
「生活福祉資金（緊急小口資金）」の特例措置について

岐阜県社会福祉協議会受託事業

令和6年能登半島地震により、災害救助
法の適用となった地域と被災したため特
例措置が必要な地域として設定した地域
に住所を有し、当面の生活費を必要とす
る世帯（低所得者世帯に限らない）

詳しくは、本会事務局（電話：0574-
54-1312）までお問合せください。

貸付金額 　原則10万円以内
据置期間 　貸付の日から1年以内
償還期限 　据置期間経過後2年以内

対
象
者

災害ボランティア研修
〜災害から自分と地域を守るためにできること〜

令和5年11月3日（金・祝）
32名参加



あなたの出会いをサポートします！

対　象：結婚を考えている独身の方
ご家族やご友人の方からの相談もお受けしています。

開所日時：�月〜金曜（祝日休み）・土曜（月1回）
　　　　　9時〜17時（受付は16時まで）
事前予約をお願いします（当日予約も可）。

土曜の結婚相談日（3月・4月）
3月16日　4月13日

ご自宅近くから町内の店舗まで送迎します。

稼働日時：月〜金曜（祝日休み）
　　　　　9時〜11時30分
★�事前予約が必要です。空きがあれば、当日予約
も可能！

★先着順（1日6名まで）
★週2回までご利用可能です。
※�4月以降は運行時間が
変更となる予定です。
決まり次第、お知らせ
します。

怪我や病気等で一時的に車椅子を必要と
する場合に、車椅子をお貸ししています。
対　象：�富加町在住で、何らかの理由で

移動に車椅子が必要な方
利用料：無料
貸出期間：�最長1か月（特別な理由がある

場合は1か月の延長が可能）
◦�台数に限りがありますので、事前にお電話にて
ご確認ください。

◦�原則として、介護保険の要介護認定を受けてい
る方は、介護保険サービスの機器レンタル事業
をご利用ください。

トレーニング機器を使って運動しませんか?
初めての方は講習会を受講の上、
ご利用ください。

講習会のお知らせ（3月）
【30歳以上】トレーニング機器取扱講習会
日時：3月8日（金）19時30分〜20時30分
※4月の日程は決まり次第、お知らせします。

【65歳以上】パワーリハビリテーション講習会
日時：3月19日（火）13時30分〜15時30分

事前申し込みが必要です。
詳しくは、富加町の広報紙をご覧ください。

各事業の詳細は、本会ホームページに掲載していますので、ぜひご覧ください。

令和6年4月1日より、利用料が変更となります。

　この事業は、普段の生活で、自分ひとりではどうしたらよいかわからないなど困ったとき（例えば、
福祉サービスを利用したいけど、どうしたらいいかわからない。郵便物の内容がわからない。お金のや
りとりに自信がない。通帳の管理が心配。など）に、福祉サービスの利用手続きや普段の生活に必要な
お金の引き出し、支払い手続き等を社会福祉協議会がお手伝いする事業です。
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富加町結婚相談所

高齢者移動支援事業

岐阜県社会福祉協議会受託事業　日常生活自立支援事業

いきいきトレーニングプラザ

車椅子貸出事業

ご予約・お問い合わせ

本会事務局（相談専用電話：0574-54-1313）

お問い合わせ
本会事務局（電話：0574-54-1312）ご予約・お問い合わせ

本会事務局（電話：0574-54-1312）

援助内容 利用料（〜令和6年3月31日） 利用料（令和6年4月1日〜）
◦福祉サービス利用援助
◦日常的金銭管理サービス

1時間あたり1,000円
（1時間を超えると15分ごとに250円加算）

1時間あたり1,200円
（1時間を超えると30分ごとに600円加算）

◦書類等預かりサービス 1か月あたり500円 1か月あたり500円

この事業はみなさまの会費を活用して実施しています。
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くらしのサポーター事業（生活支援ボランティア事業）は令和6年3月31日をもって終了
いたします。令和6年4月以降は、有償ボランティア・生活支援事業をご利用ください。

あたたかい心ありがとうございます。

・玩具9種類  ����������  匿名
・玩具4種類  ����������  匿名
・クラフトカッター他  ������  匿名
大切に活用させていただきます。 写真掲載は

ほんの一部

お申込み・お問い合わせ 　

本会�ボランティア・住民活動支援センター
（電話：0574-55-0066）

　今回のテーマは『傾聴・こころの
ケア』。
　傾聴とは、相手の話に耳だけでな
く目や心も傾け、話し相手の状況や
感情に共感しながら理解し、受け止
めるコミュニケーション技術です。

生活支援研修  〜共に支え合うまちづくり〜
参加しま
せんか？

日　時 　3月14日（木）�午前10時〜11時30分
� （受付：9時45分〜）
講　習 　「こころとこころの架け橋講習」
� 日本赤十字社岐阜県支部　米盛氏
会　場 　富加町児童センター�研修室
参加費 　無料
定　員 　30名（先着順・要申込）
申込期日 　3月8日（金）

　有償ボランティア・生活支援事業とは、公的サービスでは対応できない、日常生活の
ちょっとした困りごとがある方（利用会員・依頼者）に対し、ちょっとしたお手伝いのでき
る方（お助け会員・有償ボランティア）を介して解決する、住民参加型の助け合い活動です。

お問い合わせ 　�本会�ボランティア・住民活動支援センター
（電話：0574-55-0066）

令和6年4月から活動してくださる
「お助け会員（有償ボランティア）」を募集しています。

登録条件 　富加町在住の20歳以上の方で、事業の趣旨を理解し活動できる方
活動内容 　下記のいずれかの活動ができること。
　　　　　①掃除、片付け　②電球の取替え　③草引き、草刈り　④買い物代行　
　　　　　⑤布団干し　⑥ごみだし　⑦買い物・通院同行（町内）　⑧話し相手
活動時間 　1回1時間まで
活動報酬 　利用会員からの利用料が財源となります。
　　　　　30分ごとに300円　（車両または草刈り機を使用した場合は、別途100円）

お助け会員募集中！

有償ボランティア・生活支援事業が始まります。
令和6年
4月より

この事業はみなさまの会費を活用して実施しています。

この事業はみなさまの会費を
活用して運営します。

児童センターに遊びに来る子ども達のために



お問い合わせ 　ふれあいサロンどうだん（電話：0574-54-1318）
　　　　　　　　　営業時間外については、本会事務局（電話：0574-54-1312）まで。

ふれあいサロンどうだんほっと一息つきませんか

営 業 日 　月〜土曜
休 業 日 　日曜・祝日・お盆・年末年始・その他
営業時間 　9時30分〜12時30分 （オーダーストップ12時）

　　　　　　13時30分〜16時30分 （オーダーストップ16時）

※�4月以降、営業時間が変更となる予定です。
　決まり次第、お知らせします。
☆午後からは各種講座も開講しています。

3月2日（土）にはイベントも開催します。
正午～  朝市（協力：よりみち）　午後1時30分～2時10分  琴の演奏（箏者：筝遊会）

どの年代の方にもご利用いただけます。

　介護予防拠点施設ではありますが、幅広
い年代の方が利用できる常設のサロンとし
ての機能も併せ持っています。（各種講座
については概ね65歳以上の方、限定です。）

　お好きな飲み物に+100円で食べられる
セットメニューもお勧めです！
　飲み物が200円〜350円なので、セット
をつけても300円〜450円♡

席を予約したい場合は、事前にご相談ください。

飲み物をご注文いただければ、
お弁当やお菓子の持ち込みO.K.

カフェラテ200円+Aセット
（ホイップ小倉）100円

▲
AセットAセット…�トースト…�トースト
�� （ホイップ小倉orジャム）（ホイップ小倉orジャム）

� ゆで卵� ゆで卵
BセットBセット…ピザトースト…ピザトースト
CセットCセット…ハニートースト…ハニートースト
DセットDセット…お菓子詰め合わせ…お菓子詰め合わせ

おすすめおすすめMENU

ちょっとした集まりにも

ご利用いただけます！

赤
い
看
板
が

目
印
！

いなか舎てくてくめぐり に初参加します！

（令和6年3月現在）
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富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会

97

N

〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312（代）
電話番号 0574-54-1313［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ  http://tomikasyakyo.or.jp/
富加町ボランティア住民活動支援センター
電話番号 0574-55-0066

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

ホームページ
QRコード
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